
シ孝田 とち∩
むことも園

のご案内

一時保育事業とは、保護者の方が下記のような理由により家庭保育ができない場合に、

こども園でお子様を一時的にお預かりする事業です。おおむね満 1歳から就学前までの

お子様を預けることができます。

1.仕 事等により、家庭における保育ができないとき

2.病 気や通院、冠婚葬祭等によリー時的に保育ができないとき

3. ボランティア活動や地域社会活動等のために保育ができないとき

4。  その他、緊急一時的に保育を町要とするとき

エ●利用日・時間

原則として、

月曜日から金曜日の 8:30から 16:30です。

(週 3日以内、 lヶ 月 12日 以内です。)

●利用時間及び料金

半 日
8:30-12:SO

一時保育事業

(一般型)

*給食代含む

1日
8:30～‖6:30

*給食代含む

■
'

1歳

2歳
3歳以上

1歳

2歳
3歳以上

2,500円
2,∞O円
1,500円
3,500円
2,500円
2,OOO円

〆 ご利用の場合は、事前に連絡を

お願いします。

浮田とちのみこども園

TEL 086-206-1511


